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◎開会　午前　９時３０分 

　　　　◎開会の宣告


〇議長（熊林和男君）　ただいまの出席議員は８名で、定足数に達しております。


　よって、令和５年由仁町議会第１回臨時会は成立いたしましたので、開会をいたします。


 

　　　　◎開議の宣告


〇議長（熊林和男君）　これから本日の会議を開きます。


　本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。


 

　　　　◎日程第１　会議録署名議員の指名


〇議長（熊林和男君）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。


　会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番　大畠君、２番　羽賀君

を指名いたします。


 

　　　　◎日程第２　会期の決定


〇議長（熊林和男君）　日程第２、会期の決定を議題といたします。


　お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りといたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　したがって、会期は本日１日限りとすることに決定をいたしました。


 

　　　　◎日程第３　諸般の報告


〇議長（熊林和男君）　日程第３、諸般の報告を行います。


　初めに、１の会務報告をいたします。会務報告は、お手元に配付したとおりです。御覧

おき願います。


　次に、２の例月出納検査報告をいたします。監査委員から令和４年度１１月分の由仁町

各会計例月出納検査結果の報告がありましたので、お手元に配付したとおりです。御覧お

き願います。


　以上で日程第３、諸般の報告を終わります。


 

　　　　◎日程第４　議案第１号


〇議長（熊林和男君）　日程第４、議案第１号　ゆにガーデンの指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長
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〇町長（松村　諭君）　議案第１号　ゆにガーデンの指定管理者の指定について、提案の

理由を申し上げます。


　このたびの提案は、公の施設でありますゆにガーデンの指定管理の期間が令和５年３月

３１日をもって終了することから、引き続き指定管理者による管理を行おうとするため、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議会の議決を経ようとするものでありま

す。


　なお、このたびの指定管理者の指定につきましては、去る令和４年１２月２２日に開催

されました指定管理者選定委員会におきまして指定管理者の候補者として選定をいただい

ているところであります。


　内容につきましては、産業振興課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（熊林和男君）　産業振興課長


〇産業振興課長（関澤和之君）　議案第１号　ゆにガーデンの指定管理者の指定について

内容の説明をいたします。


　ゆにガーデンにつきましては、ゆにガーデン設置条例第５条の規定により平成１７年４

月１日から指定管理による管理としているところでありますが、本年、令和５年３月３１

日をもって１年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな期間における指定管理者

を指定したいため、議会の議決を求めるものであります。


　次に、指定の内容でありますが、１、指定管理を行わせる施設は、ゆにガーデンであり

ます。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、東京都杉並区天沼３丁目５番４号、東武緑

地株式会社代表取締役、青木雅彦であります。


　３、指定管理期間は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの１年間でありま

す。


　４、管理業務の範囲は、ゆにガーデン設置条例第６条に掲げる施設の利用の許可や利用

料の徴収、減免、施設の維持管理等に関する業務であります。


　５、利用料に関する事項は、設置条例第７条に規定する条例で定める額の範囲内での利

用料の額の決定、徴収並びに指定管理者の収入としての収受等であります。


　なお、候補者の選定に当たりまして、現在の指定管理者であります東武緑地株式会社は

平成２０年４月１日から１５年にわたる指定管理の実績を有するほか、当該法人が周辺に

所有する複数の観光施設との一体的な運営による相乗効果が期待できますことから、募集

方法は非公募としたところであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（熊林和男君）　これから質疑を行います。質疑はありませんか。


　佐藤君


〇６番（佐藤英司君）　２点ほどお伺いしたいのでございますけれども、１２月２２日の
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日、指定管理者選定委員会が開かれたということでございますけれども、そのとき選定委

員さんからそのときの状況に対して何か指摘がありましたか。


　それと、これ毎年のごとく１年契約で指定管理されているのですけれども、単年度でな

くて、ほかの施設と同じような３年とか５年とか、そういうふうな方法の指定管理という

のはできないものですか。


　その２点、お伺いしたいのですけれども。


 

〇議長（熊林和男君）　町長


〇町長（松村　諭君）　副町長にお答えさせます。


 

〇議長（熊林和男君）　副町長


〇副町長（田中利行君）　まず、１点目の１２月２２日の選定委員会の中での質問につい

てお答えをしたいと思います。これにつきましては、私が選定委員長になっておりますの

で、私のほうから回答をさせていただきます。もう一点の、毎年１年ということで、指定

期間が１年ということについては担当課長のほうから後ほど説明をさせますので、よろし

くお願いします。


　まず、質問ですけれども、ゆにガーデンの指定管理選定についての質問は１件だけであ

ります。収支計画、その中にその他収入というものがあるのですけれども、それは何かと

いう質問だけであります。


　以上です。


 

〇議長（熊林和男君）　産業振興課長


〇産業振興課長（関澤和之君）　私のほうから佐藤議員の質問のありました指定管理期間

を１年間とするという質問についてお答えをさせていただきます。


　ゆにガーデンの指定管理期間につきましては、令和３年度までは３年間としておりまし

たが、令和２年度から１年間に変更したところであり、今回が４回目となるところです。


　この１年間とする理由についてでありますが、東武緑地が属する東武グループの企業体

として維持管理に向けた経営方針でありまして、当町といたしましても当該方針、考え方

に同意をするものでございます。東武緑地本社としての経営方針でありますが、従前と同

様の３年間とすれば前例踏襲、いわゆるマンネリ化といった運営に陥りがちとなり、とも

すれば手を抜く、面倒な仕事を避けるといった悪しき慣習から脱却し得ないことも限らな

いことから、運営の期間を１年間ごとにすることによって現場に緊張感、危機感を与え、

常に改善、改革の取組を進め、企業にとっても行政にとっても、そして何より施設のサー

ビスの提供を受けるお客様にとっても、より良好で質の高い健全な施設運営が継続して成

り立つよう、長期的な展望の観点に立って行うべきというのが経営方針であると説明を受

けております。


　実際のところ、ゆにガーデンの経営状況につきましては、近年コロナ禍の大変厳しい経

営状況の中ではありますが、道内最大級３万２，０００株のコキアの丘を核としまして、
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国の補助事業の採択を受け、コキア特需を最大限有効活用する取組を展開しているほか、

新たな地元の特産品となりつつありますサツマイモ、由栗いもの商品開発、販売の強化、

ＳＮＳをはじめとした情報発信を強化するなど、常に改善、改革の取組を進めているとこ

ろでございます。


　また、東武グループの中期経営計画におきましても、北海道事業としてゆにガーデン、

ユンニの湯、ユニ東武ゴルフクラブ、フェアフィールド・バイ・マリオネット札幌、こち

らの４つの観光施設が位置づけられておりまして、東武鉄道沿線街、グループ施設への誘

客を図り、様々な地域観光資源の魅力を広め、地域の活性化へつなげるといった目標も掲

げられております。このようなことから、１年間という指定管理期間につきましては、あ

くまで企業としての経営改善に向けた東武グループの経営方針、戦略であると認識をして

いるところでございます。


　以上で説明を終わります。


 

〇議長（熊林和男君）　ほかに質疑はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第１号　ゆにガーデンの指定管理者の指定については、原案のとおり決することに

ご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第５　議案第２号


〇議長（熊林和男君）　日程第５、議案第２号　由仁町体験農園の指定管理者の指定につ

いてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。 

　町長
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〇町長（松村　諭君）　議案第２号　由仁町体験農園の指定管理者の指定について、提案

の理由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第１号と同様の理由により議会の議決を経ようとするものであ

ります。


　内容につきましては、産業振興課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（熊林和男君）　産業振興課長


〇産業振興課長（関澤和之君）　議案第２号　由仁町体験農園の指定管理者の指定につい

て内容の説明をいたします。


　体験農園につきましては、由仁町体験農園設置条例第４条の規定により平成１８年４月

１日から指定管理による管理としているところでありますが、本年、令和５年３月３１日

をもって１年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな期間における指定管理者を

指定したいため、議会の議決を求めるものであります。


　次に、指定の内容でありますが、１、指定管理を行わせる施設は、由仁町体験農園であ

ります。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、東京都杉並区天沼３丁目５番４号、東武緑

地株式会社代表取締役、青木雅彦であります。


　３、指定管理期間は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの１年間でありま

す。


　４、管理業務の範囲は、由仁町体験農園設置条例第５条に掲げる農園の使用許可や賃貸

料及び使用料の徴収、減免、農園の維持管理等に関する業務であります。


　５、賃貸料及び使用料に関する事項は、設置条例第６条に規定する条例で定める額の範

囲内での賃貸料及び使用料の額の決定、徴収並びに指定管理者の収入としての収受等であ

ります。


　なお、候補者の選定に当たりまして、現在の指定管理者であります東武緑地株式会社は

平成２９年４月１日から６年間にわたる指定管理の実績を有するほか、当該法人が周辺に

所有する複数の観光施設との一体的な運営による相乗効果が期待できますことから、募集

方法は非公募としたところであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（熊林和男君）　これから質疑を行います。質疑はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。
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（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第２号　由仁町体験農園の指定管理者の指定については、原案のとおり決すること

にご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第６　議案第３号


〇議長（熊林和男君）　日程第６、議案第３号　由仁町健康元気づくり館の指定管理者の

指定についてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。 

　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第３号　由仁町健康元気づくり館の指定管理者の指定につい

て、提案の理由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第１号と同様の理由により議会の議決を経ようとするものであ

ります。


　内容につきましては、保健福祉課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（熊林和男君）　保健福祉課長


〇保健福祉課長（野島　健君）　議案第３号　由仁町健康元気づくり館の指定管理者の指

定について内容の説明をいたします。


　由仁町健康元気づくり館につきましては、由仁町健康元気づくり館設置及び管理条例第

１８条の規定により平成２２年度から指定管理による管理としているところでありますが、

本年３月３１日をもって５年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな期間におけ

る指定管理者を指定したいため、議会の議決を求めるものであります。


　それでは、指定の内容につきまして議案書により説明をいたします。１、指定管理を行

わせる施設は、由仁町健康元気づくり館であります。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、夕張郡由仁町東栄８７番地の１、社会福祉

法人由仁町社会福祉協議会会長、大谷健治であります。


　３、指定管理期間は、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間であり

ます。
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　４、管理業務の範囲は、由仁町健康元気づくり館設置及び管理条例第１９条に掲げる施

設の使用の許可や使用料の徴収、減免、施設設備の維持管理に関する業務であります。


　５、利用料に関する事項は、条例第２１条に規定する条例で定める額を上限として利用

料金を決定し、指定管理者の収入として収受させることなどであります。


　なお、候補者の選定に当たりましては、昨年１１月１日から３０日までの１か月間を募

集期間として公募しましたところ、応募者は現在の指定管理者であります社会福祉法人由

仁町社会福祉協議会の１法人であったこと、また同法人は平成２５年度から２期１０年間

にわたる指定管理の実績を有するほか、健康元気づくり館内でデイサービスセンターや居

宅サービスステーションの運営を行うなど、地域福祉活動の拠点としての施設運営を誠実

に行ってきており、今後におきましても適切な指定管理業務が期待できますことから、同

法人を指定管理者候補としたところであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（熊林和男君）　これから質疑を行います。質疑はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第３号　由仁町健康元気づくり館の指定管理者の指定については、原案のとおり決

することにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第７　議案第４号


〇議長（熊林和男君）　日程第７、議案第４号　由仁町介護老人福祉施設の指定管理者の

指定についてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。 

　町長
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〇町長（松村　諭君）　議案第４号　由仁町介護老人福祉施設の指定管理者の指定につい

て、提案の理由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第１号と同様の理由により議会の議決を経ようとするものであ

ります。


　内容につきましては、保健福祉課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（熊林和男君）　保健福祉課長


〇保健福祉課長（野島　健君）　議案第４号　由仁町介護老人福祉施設の指定管理者の指

定について内容の説明をいたします。


　由仁町介護老人福祉施設「ほほえみの家」につきましては、由仁町介護老人福祉施設設

置条例第１５条の規定により平成２２年度から指定管理による管理としているところであ

りますが、本年３月３１日をもって５年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな

期間における指定管理者を指定したいため、議会の議決を求めるものであります。


　それでは、指定の内容につきまして議案書により説明をいたします。１、指定管理を行

わせる施設は、由仁町介護老人福祉施設「ほほえみの家」であります。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、夕張郡由仁町東栄８７番地の１、社会福祉

法人由仁町社会福祉協議会会長、大谷健治であります。


　３、指定管理期間は、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間であり

ます。


　４、管理業務の範囲は、由仁町介護老人福祉施設設置条例第１５条第２項に掲げる施設

へ入所する要介護者に対する生活介護、施設入所の承認、退所の決定、利用料等の徴収、

減免、施設及び附属設備の維持、修繕に関する業務であります。


　５、利用料に関する事項は、条例第１５条第３項及び第４項に規定する利用料金を指定

管理者の収入として収受させることとし、条例で定める額の範囲内で利用料金の額を決定

することなどであります。


　なお、候補者の選定に当たりまして、昨年１１月１日から３０日までの１か月間を募集

期間として公募しましたところ、応募者は現在の指定管理者であります社会福祉法人由仁

町社会福祉協議会の１法人であったこと、また同法人は平成２５年度から２期１０年間に

わたる指定管理の実績を有するほか、先ほど議決をいただきました健康元気づくり館と接

続しており、一体的かつ効率的な施設管理が期待できること、さらにデイサービスセンタ

ーや居宅サービスステーションなどの運営と併せまして、介護職員を確保しながら適切に

介護保険サービスを展開しており、今後におきましても地域に密着した指定管理業務が期

待できますことから、同法人を指定管理者候補としたところであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（熊林和男君）　これから質疑を行います。質疑はありませんか。


 



- 11 -

（「なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第４号　由仁町介護老人福祉施設の指定管理者の指定については、原案のとおり決

することにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第８　議案第５号


〇議長（熊林和男君）　日程第８、議案第５号　古山貯水池自然公園の指定管理者の指定

についてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。 

　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第５号　古山貯水池自然公園の指定管理者の指定について、

提案の理由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第１号と同様の理由により議会の議決を経ようとするものであ

ります。


　内容につきましては、建設水道課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（熊林和男君）　建設水道課長


〇建設水道課長（岩花　司君）　議案第５号　古山貯水池自然公園の指定管理者の指定に

ついて内容の説明をいたします。


　古山貯水池自然公園につきましては、古山貯水池自然公園設置及び管理条例第３条の規

定により平成１６年度から指定管理による管理としているところでありますが、本年、令

和５年３月３１日をもって５年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな期間にお

ける指定管理者を指定したいため、議会の議決を求めるものであります。


　次に、指定の内容でありますが、１、指定管理を行わせる施設は、古山貯水池自然公園
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であります。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、夕張郡由仁町三川緑町１２９番地、ゆに建

設事業協同組合代表理事、喜多村大吾であります。


　３、指定管理期間は、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間であり

ます。


　４、管理業務の範囲は、古山貯水池自然公園設置及び管理条例第４条に掲げる公園の使

用の許可や利用料の徴収、減免、施設及び附属施設の維持管理に関する業務であります。


　５、利用料金に関する事項は、条例第６条に規定する条例で定める額の範囲内での利用

料金の額の決定並びに利用料金の納付方法であります。


　なお、候補者の選定に当たりましては、昨年１１月１日から１１月３０日までの１か月

間を募集期間として公募しましたところ、応募者は現在の指定管理者でありますゆに建設

事業協同組合の１組合でありました。また、同組合は平成１６年７月のオープンから現在

まで古山貯水池自然公園の指定管理業務を誠実に履行しており、これまでの実績を生かし、

利用者のニーズに合った取組が期待できることから、去る令和４年１２月２２日に開催さ

れました指定管理者選定委員会において審議いただき、同組合を指定管理者候補として引

き続き選定をいただいたところであります。


　以上で説明を終わります。


 

〇議長（熊林和男君）　これから質疑を行います。質疑はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第５号　古山貯水池自然公園の指定管理者の指定については、原案のとおり決する

ことにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。
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　　　　◎日程第９　議案第６号


〇議長（熊林和男君）　日程第９、議案第６号　由仁町文化交流館の指定管理者の指定に

ついてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。 

　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第６号　由仁町文化交流館の指定管理者の指定について、提

案の理由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第１号と同様の理由により議会の議決を経ようとするものであ

ります。


　内容につきましては、教育課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを

申し上げます。


 

〇議長（熊林和男君）　教育課長


〇教育課長（大塚郁代君）　議案第６号　由仁町文化交流館の指定管理者の指定について

内容の説明をいたします。


　由仁町文化交流館につきましては、由仁町文化交流館設置及び管理条例第１５条の規定

により平成３０年４月１日から指定管理による管理としているところでありますが、本年、

令和５年３月３１日をもって５年間の指定期間を終了するため、それ以降の新たな期間に

おける指定管理者を指定したいため、議会の議決を求めるものであります。


　次に、指定の内容でありますが、１、指定管理を行わせる施設は、由仁町文化交流館で

あります。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、夕張郡由仁町東栄８７番地の１、社会福祉

法人由仁町社会福祉協議会会長、大谷健治であります。


　３、指定管理期間は、令和５年４月１日から令和１０年３月３１日までの５年間であり

ます。


　４、管理業務の範囲は、由仁町文化交流館設置及び管理条例第１５条第２項に掲げる施

設の管理、施設の使用の許可や使用料の徴収等に関する業務であります。


　５、使用料に関する事項は、条例第１５条第３項に規定する指定管理者における使用料

の収受及び第４項に規定する条例で定める額の範囲内での使用料の額の決定であります。


　なお、候補者の選定に当たりましては、昨年１１月１日から３０日までの１か月間を募

集期間として公募しましたところ、応募者は現在の指定管理者であります社会福祉法人由

仁町社会福祉協議会１法人であったこと、また同法人は平成３０年度から１期５年間にわ

たる指定管理の実績があるほか、指定管理業務を誠実に行っており、今後も適切な業務が

期待できますことから、同法人を指定管理者候補としたところであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（熊林和男君）　これから質疑を行います。質疑はありませんか。
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（「なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第６号　由仁町文化交流館の指定管理者の指定については、原案のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第１０　議案第７号


〇議長（熊林和男君）　日程第１０、議案第７号　町民プールの指定管理者の指定につい

てを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。 

　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第７号　町民プールの指定管理者の指定について、提案の理

由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第１号と同様の理由により議会の議決を経ようとするものであ

ります。


　内容につきましては、教育課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを

申し上げます。


 

〇議長（熊林和男君）　教育課長


〇教育課長（大塚郁代君）　議案第７号　町民プールの指定管理者の指定について内容の

説明をいたします。


　町民プールにつきましては、由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例第３条の規

定により平成２２年４月１日から指定管理による管理としているところでありますが、本

年、令和５年３月３１日をもって５年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな期

間における指定管理者を指定したいため、議会の議決を求めるものであります。


　次に、指定の内容でありますが、１、指定管理を行わせる施設は、町民プールでありま
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す。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、東京都中野区中央１丁目３８番１号、株式

会社ブシロードウェルビー代表取締役、大場隆志であります。


　３、指定管理期間は、令和５年４月１日から令和８年３月３１日までの３年間でありま

す。


　４、管理業務の範囲は、由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例第４条に掲げる

町民プールの使用許可、使用料の徴収や施設等の維持管理に関する業務であります。


　５、使用料に関する事項は、条例第５条に規定する条例に定める額の範囲内での使用料

の額の決定であります。


　なお、株式会社ブシロードウェルビーは現在の指定管理者であり、旧社名は株式会社ソ

プラティコで、令和４年３月まで本社を北海道小樽市としておりましたが、同年４月に本

社を東京に移転しております。候補者の選定に当たりましては、昨年１１月１日から３０

日までの１か月間を募集期間として公募しましたところ、２社から応募があり、指定管理

者選定委員会において各社によるプレゼンテーションを実施し、選考した結果、委員の満

場一致で株式会社ブシロードウェルビーを指定管理候補者として選定いただいたところで

あります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（熊林和男君）　これから質疑を行います。質疑はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第７号　町民プールの指定管理者の指定については、原案のとおり決することにご

異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。
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　　　　◎日程第１１　議案第８号


〇議長（熊林和男君）　日程第１１、議案第８号　伏見台球場の指定管理者の指定につい

てを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第８号　伏見台球場の指定管理者の指定について、提案の理

由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第１号と同様の理由により議会の議決を経ようとするものであ

ります。


　内容につきましては、教育課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを

申し上げます。


 

〇議長（熊林和男君）　教育課長


〇教育課長（大塚郁代君）　議案第８号　伏見台球場の指定管理者の指定について、内容

の説明をいたします。


　伏見台球場につきましては、由仁町公園条例第１３条の規定により平成２６年４月１日

から指定管理による管理としているところでありますが、本年、令和５年３月３１日をも

って１年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな期間における指定管理者を指定

したいため、議会の議決を求めるものであります。


　次に、指定の内容でありますが、１、指定管理を行わせる施設は、伏見台球場でありま

す。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、東京都杉並区天沼３丁目５番４号、東武緑

地株式会社代表取締役、青木雅彦であります。


　３、指定管理期間は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの１年間でありま

す。


　４、管理業務の範囲は、由仁町公園条例第１３条第４項に掲げる施設の使用の許可や使

用料の徴収、減免、施設設備の維持管理等に関する業務であります。


　５、使用料に関する事項は、条例第１４条に規定する条例で定める額の範囲内での使用

料の額の決定、徴収並びに指定管理者の収入としての収受等であります。


　なお、候補者の選定に当たりましては、現在の指定管理者であります東武緑地株式会社

は平成２６年４月１日から９年間にわたる指定管理者の実績があるほか、当該法人が周辺

に所有する複数の観光施設との一体的な運営による相乗効果が期待できますことから、募

集方法は非公募としたところであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（熊林和男君）　これから質疑を行います。質疑はありませんか。


 

（「なし」の声あり）
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〇議長（熊林和男君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第８号　伏見台球場の指定管理者の指定については、原案のとおり決することにご

異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第１２　議案第９号


〇議長（熊林和男君）　日程第１２、議案第９号　令和４年度由仁町一般会計補正予算に

ついてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第９号　令和４年度由仁町一般会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。


　このたびの補正は、歳出ではマイナポイント事業延長に伴う会計年度任用職員報酬など

の追加と担い手確保・経営強化支援事業助成金の計上などで、歳入ではこの財源として国

庫支出金及び道支出金を増額するものであります。


　内容につきましては、副町長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを申

し上げます。


 

〇議長（熊林和男君）　副町長


〇副町長（田中利行君）　


 

　　　　　　「記載省略」


 

 

 

〇議長（熊林和男君）　これから質疑を行います。質疑はありませんか。
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（「なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（異議なしの声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第９号　令和４年度由仁町一般会計補正予算については、原案のとおり決すること

にご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（熊林和男君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎閉会の宣告


〇議長（熊林和男君）　これで本日の日程は全部終了いたしました。


　令和５年由仁町議会第１回臨時会を閉会いたします。


　ご苦労さまでした。


◎閉会　午前１０時１７分



　上記会議の次第は書記をして記載せしめたものであるが、その内 

容が正確なることを証するため、ここに署名する。 
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　１番議員　　　　大　畠　敏　弘 

 
 
 

　２番議員　　　　羽　賀　直　文


